
 

測量法令に基づく各種手続における旧姓の取扱いについて 
 
 
測量法（昭和 24 年法律第 188 号）及びこの法律に基づく政省令等（以下「測量法

令」といいます。）に基づく申請等における旧姓（住民基本台帳法施行令（昭和 42 年

政令第 292 号）第 30 条の 13 に規定する旧氏をいいます。以下同じ。）の取扱いにつ

いて、下記のとおりお知らせします。 
 
 

記 
 
 
１ 測量法令に基づく申請等における氏名欄の旧姓使用について 
測量法令に基づく申請等については、旧姓を使用することができます。 

 
 
２ 申請書等への記載について 
旧姓の使用を希望する場合は、申請書等の氏名欄において、旧姓を括弧書きで併記

してください。 
測量法第６章に係る電子申請において、役員等ふりがな記載を要する場合は、姓に

詰めて旧姓記載し、スペースを空けて名を記載してください。 
 

＜書面申請・電子申請＞ 
（記載例） 旧姓を併記する場合は（●●）に追記 
書面申請 

 
 
 
 
 
  



 

電子申請 

 
（略） 

 

 
＜第６章に係る電子申請の場合＞ 
（記載例） 旧姓を併記する場合は（●●）に追記 
測量業者登録申請書（第一面）（法人新規登録）  

 
 
 

括弧は全角を使用すること 
（半角括弧は受付不可となる） 



 

役員等記載の場面でのふりがな記載時には旧姓●●を姓に詰めて記載 

 
 
 
 
 
 
 
３ 旧姓の確認について 
上記１による手続について、本人確認のため氏名を証明する書類の提出を求めてい

る場合は、旧姓を記載した公的な証明書類（住民票、個人番号カード等の写し）を提

出してください。 
 
 
 
 
 
 

（担当） 
国土交通省国土地理院総務部政策課 
国土交通省不動産・建設経済局建設振興課 

 

スペース空けない スペース空ける 

括弧は使用できない 


